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令和４年仙審第２６号 

裁    決 

貨物船Ａ押船Ｂ被押起重機船Ｃ衝突事件 

 

  受  審  人  ａ  

    職  名 Ｂ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官高橋政章出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ａを戒告する。 

  

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和３年９月１５日１４時４０分 

 宮城県石巻港 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 貨物船Ａ 

  総 ト ン 数 ７４８トン 

  全 長 ８３.０２メートル 

  機 関 の 種 類 ディーゼル機関 

   出 力 １,４７１キロワット 
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船 種 船 名 押船Ｂ          起重機船Ｃ 

総 ト ン 数 １９トン 

全 長 １３.４７メートル       ５５.００メートル 

機 関 の 種 類 ディーゼル機関 

出 力 １,２１７キロワット 

３ 事実の経過 

(1) 構造及び設備等 

Ｂは、平成１２年１１月に進水した２機２軸を有する鋼製押船で、

船体前部の甲板上高さ７.９メートルの櫓上に操舵室を配し、同室

前部中央に舵輪、左舷側に操舵ダイヤル、レーダー及びＧＰＳプ

ロッター、右舷側に機関操縦レバー及びスラスター操作盤を備え、

専ら起重機船Ｃの押船として使用されており、その船首部をＣの

船尾中央の凹部に嵌合して油圧式のピンジョイントで結合し、全

長約６４メートルの押船列（以下「Ｂ押船列」という。）を構成

していた。 

Ｃは、バウスラスターを有する非自航型鋼製起重機船で、船体後

部に２層構造の甲板室を配し、船首甲板上に旋回式クレーンを備え、

同室と同クレーンとの間に船倉を設け、船倉と甲板室との間に左右

両舷各１本のスパッドが装備されていた。 

(2) 本件発生に至る経緯 

Ａは、船首甲板上に旋回式クレーンを有する船尾船橋型鋼製貨物

船で、無人の状態で、船首１.４メートル、船尾３.７メートルの喫

水をもって、船首を２６４度（真方位、以下同じ。）に向け、石巻

港西部の西浜町地区の岸壁に係留した船舶の右舷側に入船左舷着け

で係留中、令和３年９月１５日１４時４０分石巻港雲雀野防波堤灯

台（以下「雲雀野灯台」という。）から３２８度１,７９０メート



- 3 - 

ルの地点において、船首が２６４度を向いたまま、その右舷船尾部

にＣの左舷船首部が、後方から１０度の角度で衝突した。 

当時、天候は晴れで最大瞬間風速毎秒１４メートル（以下、風速

については「毎秒」を省略する。）に達する風力５の北東風が吹き、

潮候は上げ潮の中央期にあたり、視界は良好であった。 

また、Ｂは、ａ受審人が１人で乗り組み、船首１.５メートル船

尾２.８メートルの喫水をもって、作業員３人が乗船し、空倉で船

首尾ともに１.２メートルの喫水となったＣとＢ押船列を構成し、

防潮堤工事の目的で、同日１０時００分西浜町地区の岸壁を発し、

同地区の北側対岸にあたる重吉町地区の工事現場に向かった。 

ａ受審人は、１０時０５分目的の工事現場に到着してコンクリー

トブロックの移動作業を始め、１４時３０分同作業を終えて帰航す

ることとし、舵輪後方に立って操舵ダイヤルで操船に当たり、船首

が東方を向いた状態から右回頭して工事現場を離れ、風速７メート

ルないし１０メートルの北東風が吹く中、１４時３５分雲雀野灯台

から３３９度１,７１０メートルの地点で、針路を２７５度に定め、

機関を微速力前進にかけ、２.０ノットの速力（対地速力、以下同

じ。）で、手動操舵により進行した。 

ところで、ａ受審人が予定していた着岸操船は、約１か月前から

係留中のＡの２０メートル後方に、いつもと同じように入船左舷着

けするため、自船の係留位置とＡとの間にあたる西浜町地区の道路

の延長線上で前進行きあしを止めて右舷錨を投下し、その後後進し

て船尾を岸壁に寄せて着岸するものであった。 

ａ 受 審 人 は 、 １ ４ 時 ３ ７ 分 僅 か 前 雲 雀 野 灯 台 か ら ３ ３ ５ .５ 度 

１,７７０メートルの地点に至り、機関を中立運転として減速を開

始し、間もなく前進行きあしを止めるために機関を微速力後進にか
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け、その後徐々に機関の後進を強めて全速力後進として減速を続け、

左舷側の係留予定の岸壁を通過した後、１４時３９分雲雀野灯台か

ら３２９.５度１.０２海里の地点に達したとき、いつもより約３０

メートル前方で、風下で係留中のＡの右舷側で前進行きあしが止ま

り、後進を開始した。   

後進を開始したとき、ａ受審人は、風速１０メートルを超える北

東風が吹いて風勢が増したことを認め、このまま後進を続けると、

Ａに向かって圧流されるおそれがあったが、強風であっても着岸し

た経験があったことから、この程度の風速なら無難に着岸できるも

のと思い、着岸操船を中止して避難用の係留場所で風が収まるまで

待機するなど、安全確保の措置を十分にとらなかった。 

こうして、ａ受審人は、機関を適宜使用して後進中、Ａに向かっ

て圧流され、右舷錨を投下したものの、及ばず、Ｂ押船列は、船首

が２７４度を向き、行きあしがなくなったとき、前示のとおり衝突

した。 

衝突の結果、Ａは、右舷船尾部外板に凹損を生じたが、のち修理

され、Ｃは、左舷船首部手すりに凹損等を生じた。 

 

（原因及び受審人の行為） 

 本件衝突は、石巻港において、Ｂ押船列が風下で係留中のＡ後方に着

岸操船中、風速１０メートルを超える北東風が吹いて風勢が増した際、

安全確保の措置が不十分で、Ａに向かって圧流されたことによって発生

したものである。   

 ａ受審人は、石巻港において、風下で係留中のＡの右舷側で後進して

同船後方に着岸操船中、風速１０メートルを超える北東風が吹いて風勢

が増したことを認めた場合、このまま後進を続けると、Ａに向かって圧
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流されるおそれがあったから、着岸操船を中止して避難用の係留場所で

風が収まるまで待機するなど、安全確保の措置を十分にとるべき注意義

務があった。ところが、同人は、強風であっても着岸した経験があった

ことから、この程度の風速なら無難に着岸できるものと思い、安全確保

の措置を十分にとらなかった職務上の過失により、後進中、Ａに向かっ

て圧流されて衝突する事態を招き、同船及び C両船に損傷を生じさせる

に至った。 

 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和５年２月２１日 

     仙台地方海難審判所 

          審 判 官  管     啓  二 

 


